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令和７年第５回岐阜県議会定例会提出議案の概要（条例その他）

（令和７年１２月３日）

議第１２６号 知事及び副知事の給与に関する条例等の一部を改正する条例に
ついて

[担当課：人事課]

知事、副知事、教育長、県議会議員及び常勤の監査委員の期末手当の
支給割合を次のとおり０．０５月分引き上げる。

現 行 改 定 後 備 考

４．３５月 ４．４０月 ※令和７年度は、12月期で調整

6月：2.175月 6月：2.20月 6月：2.175月

12月：2.175月 12月：2.20月 12月：2.225月

（令和７年度分は公布の日から起算して１月を超えない範囲内において
規則で定める日から、令和８年度分以降は令和８年４月１日から施行）

資料３
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議第１２７号 岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例等
の一部を改正する条例について

[担当課：人事課]

岐阜県人事委員会の令和７年１０月９日付けの給与についての勧告に鑑
み、次のとおり所要の規定の整備を行う。

１ 行政職給料表について、若年層に重点を置きつつ、中堅層以上の改定
率が昨年を上回るよう、給与月額を平均２．９１％（１０，９８８円）
引き上げる。また、その他の給料表についても、行政職給料表との均衡
を基本に引き上げる。

２ 医師・歯科医師の初任給調整手当について、支給月額の上限額を
９００円引き上げる（改定後：３７１，３００円）。

３ 自動車等の使用者に対する通勤手当の額について、次のとおり措置す
る。
⑴ 令和７年４月１日以降の措置内容

現行の中長距離区分の手当額を、自動車等の使用距離の区分に応じ
て２００円から７，３００円までの幅で引き上げる。

⑵ 令和８年４月１日以降の措置内容
６２，７００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応

じて人事委員会規則で定める額とする（現行の上限額は、７０㎞以上
の場合に３９，９００円）。

４ 宿日直手当について、支給上限額を次のとおり引き上げる。

支給上限額（勤務１回につき）
勤務の内容

現 行 改 定 後

通常の宿日直勤務 ４，４００円 ４，７００円

入院患者の病状の急変等に対処す
るための医師又は歯科医師の宿日 ２１，０００円 ２２，５００円

直勤務

その他特殊な業務を主として行う
７，４００円 ７，７００円

宿日直勤務
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５ 期末手当及び勤勉手当について、支給割合を次のとおり０．０５月分
引き上げる。また、任期付研究員等についても、一般職員との均衡を基
本に引き上げる。

区 分 現 行 改 定 後 備 考

２．５０月 ２．５２５月 ※ 令和７年度は、

期末手当
12月期で調整

6月：1.25月 6月：1.2625月 6月：1.25月

一 般 12月：1.25月 12月：1.2625月 12月：1.275月

職 員
２．１０月 ２．１２５月 ※ 令和７年度は、

勤勉手当
12月期で調整

6月：1.05月 6月：1.0625月 6月：1.05月

12月：1.05月 12月：1.0625月 12月：1.075月

２．１０月 ２．１２５月 ※ 令和７年度は、

期末手当
12月期で調整

6月：1.05月 6月：1.0625月 6月：1.05月

管理・ 12月：1.05月 12月：1.0625月 12月：1.075月

監督職
員 ２．５０月 ２．５２５月 ※ 令和７年度は、

勤勉手当
12月期で調整

6月：1.25月 6月：1.2625月 6月：1.25月

12月：1.25月 12月：1.2625月 12月：1.275月

６ その他所要の規定の整理を行う。

（３⑵、５（令和７年度分を除く。）及び６は令和８年４月１日から、
その他は公布の日から起算して１月を超えない範囲内において規則で
定める日から施行）
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議第１２８号 岐阜県知事等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部
を改正する条例について

[担当課：行政管理課]

地方自治法等の一部改正に伴い、所要の規定の整理を行う。

（地方自治法の一部を改正する法律附則第１条
第３号に掲げる規定の施行の日から施行）

議第１２９号 岐阜県議会議員及び岐阜県知事の選挙における選挙運動の公費
負担に関する条例の一部を改正する条例について

[担当課：市町村課]

公職選挙法の一部改正に伴い、所要の規定の整理を行う。

（令和８年１月１日から施行）

議第１３０号 岐阜県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例につ
いて

[担当課：市町村課]

１ 都市計画法施行規則に基づく証明書の交付事務について町への権限移
譲を行う。（１法令１項目）

２ 証紙の販売終了等に伴い、証紙を貼付して知事に提出する書類を経由
する事務の一部について市町村への権限移譲を廃止する。

３ その他所要の規定の整理を行う。

（１は令和８年４月１日から、２及び３は令和８年１月１日から施行）
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議第１３１号 岐阜県企画経済関係手数料徴収条例の一部を改正する条例につ
いて

[担当課：市町村課]

１ 政党助成法の一部改正に鑑み、政党助成法の施行に関する事務に係る
次の手数料を新たに徴収する。

手数料の名称 区 分 手数料の額

用紙（白黒） 用紙１枚につき１０円

支部報告書等写し ＣＤ－Ｒ１枚につき１００円に、
ＣＤ－Ｒ

交付手数料 文書１枚ごとに１０円を加えた額

ⅮＶＤ－Ｒ１枚につき１２０円に、
ＤＶＤ－Ｒ

文書１枚ごとに１０円を加えた額

２ 政治資金規正法の施行に関する事務に係る手数料の額を次のとおり改
定する。

⑴ 少額領収書等写し交付手数料

改 定 前 改 定 後

区 分 手数料の額

用紙（白黒） 用紙（白黒） 用紙１枚につき１０円

１枚につき１０円
ＣＤ－Ｒ１枚につき１００円に、

ＣＤ－Ｒ
文書１枚ごとに１０円を加えた額

ⅮＶＤ－Ｒ１枚につき１２０円に、
ＤＶＤ－Ｒ

文書１枚ごとに１０円を加えた額
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⑵ 報告書等写し交付手数料

改 定 前 改 定 後

区 分 手数料の額

用紙（白黒） 用紙（白黒） 用紙１枚につき１０円

１枚につき１０円
ＣＤ－Ｒ１枚につき１００円に、

ＣＤ－Ｒ
文書１枚ごとに１０円を加えた額

ⅮＶＤ－Ｒ１枚につき１２０円に、
ＤＶＤ－Ｒ

文書１枚ごとに１０円を加えた額

（令和８年１月１日から施行）
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議第１３２号 岐阜県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例について
[担当課：生活衛生課]

食品衛生法施行規則の一部改正に伴い、従事者が常駐せず全自動調理機
により調理された食品を販売する営業の施設について、公衆衛生の見地か
ら必要な基準を定める。

【主な内容】
○ 施設全体の衛生状況を確認するための監視設備を有すること。
○ 施設に異常が生じた場合に、当該施設の営業者が全自動調理機を停
止することができる機能を有すること。

○ 異常が生じた場合に、全自動調理機が自動的に停止する機能を有す
ること。

○ 全自動調理機が、調理後の食品について、一定時間経過後は当該食
品を提供しない機能を有すること。

○ 営業施設に共通する基準の一部（※）の適用を除外すること。
※ 従事者の手指洗浄・消毒装置を備えた流水式手洗い設備の設置、作業場の

清掃等のための専用用具及び保管場所の設置 等

（令和８年４月１日から施行）
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議第１３３号 岐阜県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する
基準を定める条例等の一部を改正する条例について

[担当課：子育て支援課]

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関す
る基準を定める内閣府令等の一部改正に伴い、次の３条例について、内閣
府令の改正内容に準じた改正を行う。

１ 岐阜県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を
定める条例

２ 岐阜県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営等に関する基準を定
める条例

３ 岐阜県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

【内容】
○ 乳幼児健康診査（※）の内容が、児童福祉施設が行うべき健康診断
の全部又は一部に相当すると認められるときは、当該健康診断の全部
又は一部を行わないことができることとする。
※ 母子保健法第12条又は第13条に規定する市町村が行う健康診査

○ 上記の場合においては、児童福祉施設に対し、当該乳幼児健康診査
の結果の把握を義務付ける。

（公布の日から施行）

議第１３４号 岐阜県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び
運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について

[担当課：子育て支援課]

１ 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する
基準を定める主務省令の一部改正に伴い、職員の園児に対する虐待等の
禁止について定める。

２ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する
法律の一部改正に伴い、所要の規定の整理を行う。

（１は公布の日から、２は令和８年４月１日から施行）
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議第１３５号 岐阜県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
及び岐阜県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例について

[担当課：子ども家庭課]

児童福祉施設及び一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める内
閣府令の一部改正に伴い、次の２条例について、内閣府令の改正内容に準
じた改正を行う。

１ 岐阜県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
２ 岐阜県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

【内容】
〇 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設及び
児童自立支援施設に配置される職員について、その任用要件にこども
家庭ソーシャルワーカー（※）の資格を有する者を追加する。
※ 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要す

る事項について、児童及びその保護者に対する相談及び必要な指導等を通じて

的確な支援を実施できる十分な知識及び技術を有する者

〇 児童自立支援施設に配置される児童自立支援専門員及び児童生活支
援員について、その任用要件に精神保健福祉士の資格を有する者を追
加する。

〇 一時保護施設に配置される児童指導員について、その任用要件にこ
ども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者を追加する。

（令和８年３月１日から施行）

議第１３６号 岐阜県土木関係手数料徴収条例の一部を改正する条例について
[担当課：建築指導課]

建築基準法施行令の一部改正に伴い、所要の規定の整理を行う。

（公布の日から施行）
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議第１３７号 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置
法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する
条例について

[担当課：教育委員会義務教育課、高校教育課]

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一
部を改正する法律の施行に伴い、次の２条例について所要の規定の整備を
行う。

１ 岐阜県教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関する条例

⑴ 教育職員に支給される教職調整額について、次のとおり引き上げる。

【改正前】給料月額の１００分の４に相当する額
【改正後】給料月額の１００分の１０に相当する額

⑵ ⑴の引上げは、令和８年１月１日から毎年１００分の１ずつ段階的
に行う。

⑶ 指導改善研修を受けている教員には、教職調整額を支給しない。

２ 岐阜県職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

⑴ 義務教育等教員特別手当について、次のとおり改正する。

【改正前】
月額８，０００円を超えない範囲内で、職務の級及び号給に応じて、

人事委員会規則で定める額

【改正後】
月額８，２００円を超えない範囲内で、職務の級及び号給に応じ、

人事委員会規則で定める校務の種類に係る業務の困難性その他の事情
を考慮して、人事委員会規則で定める額
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⑵ 教育職給料表について、給料月額への加算額を次のとおり引き上げ
る。

給料月額への加算額
教育職給料表の職務の級

現 行 改 定 後

３級（※１） ７，７００円 １１，５００円
教育職給料表
（二）

４級（※２） なし ３，８００円

３級（※３） ７，５００円 １１，５００円
教育職給料表
（三）

４級（※４） なし ４，０００円

※１ 高等学校又は特別支援学校の副校長又は教頭の職務

※２ 高等学校又は特別支援学校の校長の職務

※３ 中学校、小学校又は義務教育学校の副校長又は教頭の職務

※４ 中学校、小学校又は義務教育学校の校長の職務

⑶ ⑴の義務教育等教員特別手当の改正に伴い、多学年学級担当手当を
廃止する。

（令和８年１月１日から施行）
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議第１３８号 新藍川橋上部工事の請負契約について
しんあいかわ

[担当課：道路建設課]

１ 契約の目的 公共道路改築事業新藍川橋上部工事

２ 契約の方法 一般競争入札

３ 契 約 金 額 １，３４２，０００，０００円

４ 契約の相手方 横河・篠田特定建設工事共同企業体
構成員
千葉県船橋市山野町２７番地
株式会社横河ブリッジ

岐阜市金園町３丁目１９番地２
株式会社篠田製作所

５ 工事の場所 主要地方道川島三輪線
岐阜市加野地内

６ 工事の概要 橋りょう上部工
延長１３６．００メートル
幅員２５．００メートル
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議第１３９号 長良川新 橋下部工事の請負契約について
ながらがわしんきょう

[担当課：道路建設課]

１ 契約の目的 公共防災・安全交付金事業長良川新橋下部工事

２ 契約の方法 一般競争入札

３ 契 約 金 額 ９１８，５００，０００円

４ 契約の相手方 ＴＳＵＣＨＩＹＡ・岐建特定建設工事共同企業体
構成員
大垣市神田町２丁目５５番地
ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社

大垣市西崎町２丁目４６番地
岐建株式会社

５ 工事の場所 一般県道大垣江南線
羽島市小熊町外粟野地内

６ 工事の概要 橋りょう下部工
橋脚 ２基



- 14 -

議第１４０号 鉄嶺トンネル第３期工事の請負契約の変更について
くろがね

[担当課：道路建設課]

周辺地盤が想定より悪く、本契約に基づく掘削を中止することに伴い、
延長を減少する。

延長 変更前 ７７０．００メートル
変更後 ４９５．８０メートル

（△２７４．２０メートル）

※当初の契約内容

１ 契 約 金 額 ２，２４４，０００，０００円

２ 契約の相手方 岐建・ＴＳＵＣＨＩＹＡ・久保田特定建設工事共同企業体

３ 工 事 の 場 所 一般国道３０３号

揖斐郡揖斐川町西横山及び坂内坂本地内

４ 工 事 の 概 要 トンネル工

延長７７０．００メートル

幅員７．００メートル

内空断面積４７．０５平方メートル

５ 契 約 年 月 日 令和５年１０月１２日
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議第１４１号 徳山ダム上流域の山林の取得について
[担当課：水資源課]

県は、徳山ダム上流域の公有地化を推進するため、次の山林の取得（共
有持分の取得を含む。）をする。

１ 所 在 地 揖斐郡揖斐川町門入字茂津谷２３９６番１の１ほか
１０９筆

２ 取得予定面積 ４３，７４２，９９９．７５平方メートル（うち、共
有持分の取得に係る山林の面積は、４３，７４０，４
１１．５１平方メートル（共有持分の取得に係る山林
の筆ごとの面積に当該筆に係る県が取得する共有持分
の割合を乗じて得た数に相当する面積の合計は、８９
６，３９６．７８平方メートル））

３ 所 有 者 中島太ほか１９名

４ 取得予定金額 ９９，７８７，２８３円

５ 取得の方法 買収

【参考】
今回上程分に係る山林の取得状況

今回の議案 持分割合換算面積(B) 取得割合

筆数 に係る土地 ((A)に持分割合を乗 (全取得対象面積

全体の面積 じた換算面積) 約17,700haに対

(A) する(B)の割合）

完全取得する山林 1筆 0.3ha 0.3ha 0.00％

持分取得する山林 109筆 4,374.0ha 89.6ha 0.51％

合 計 110筆 4,374.3ha 89.9ha 0.51％

↓
既取得割合（９４．５７％）を加えると、９５．０７％

（１６,８２８ha）

（※端数処理のため合計が合わないことがある。）

筆 数：今回取得する土地の筆数

※ 完全取得：単独所有山林の取得及び共有山林の共有持分の全部の取得

持分取得：共有山林の共有持分の一部の取得
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議第１４２号 指定管理者の指定について
[担当課：環境生活政策課]

岐阜県東海自然歩道関ケ原ビジターセンターに係る指定管理者を次のと
おり指定する。

１ 指定管理者となる団体 不破郡関ケ原町大字関ケ原８９４番地の５８
関ケ原町

２ 指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

議第１４３号 指定管理者の指定について
[担当課：健康福祉政策課]

岐阜県福祉・農業会館に係る指定管理者を次のとおり指定する。

１ 指定管理者となる団体 岐阜市西鶉１丁目５２番地
株式会社三和サービス

２ 指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

議第１４４号 指定管理者の指定について
[担当課：障害福祉課]

岐阜県福祉友愛プール及び岐阜県福祉友愛アリーナに係る指定管理者を
次のとおり指定する。

１ 指定管理者となる団体 岐阜市下奈良２丁目２番１号
一般社団法人岐阜県障害者スポーツ協会

２ 指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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議第１４５号 指定管理者の指定について
[担当課：地域産業課]

セラミックパークＭＩＮＯに係る指定管理者を次のとおり指定する。
み の

１ 指定管理者となる団体 多治見市東町４丁目２番地の５
公益財団法人セラミックパーク美濃

２ 指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

議第１４６号 指定管理者の指定について
[担当課：文化伝承課]

岐阜県先端科学技術体験センターに係る指定管理者を次のとおり指定す
る。

１ 指定管理者となる団体 トータルメディア中電クラビス科学サービス
構成員
東京都千代田区紀尾井町３番２３号
株式会社トータルメディア開発研究所

愛知県名古屋市中区栄２丁目２番５号
中電クラビス株式会社

２ 指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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議第１４７号 指定管理者の指定について
[担当課：地域スポーツ課]

岐阜アリーナに係る指定管理者を次のとおり指定する。

１ 指定管理者となる団体 岐阜アリーナ運営共同体
構成員
岐阜市大蔵台１０番２８号
ドルフィン株式会社

静岡県浜松市中央区寺島町２００番地
株式会社河合楽器製作所

２ 指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

議第１４８号 指定管理者の指定について
[担当課：地域スポーツ課]

岐阜県グリーンスタジアムに係る指定管理者を次のとおり指定する。

１ 指定管理者となる団体 各務原市那加桜町１丁目６９番地
各務原市

２ 指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

議第１４９号 指定管理者の指定について
[担当課：地域スポーツ課]

岐阜県川辺漕艇場に係る指定管理者を次のとおり指定する。
そう

１ 指定管理者となる団体 加茂郡川辺町中川辺１５１８番地の４
川辺町

２ 指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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議第１５０号 指定管理者の指定について
[担当課：畜産振興課]

岐阜県東濃牧場に係る指定管理者を次のとおり指定する。

１ 指定管理者となる団体 岐阜市薮田南５丁目１４番１２号
一般社団法人岐阜県農畜産公社

２ 指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

議第１５１号 指定管理者の指定について
[担当課：畜産振興課]

岐阜県飛驒牧場に係る指定管理者を次のとおり指定する。

１ 指定管理者となる団体 岐阜市薮田南５丁目１４番１２号
一般社団法人岐阜県農畜産公社

２ 指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで

議第１５２号 指定管理者の指定について
[担当課：砂防課]

岐阜県さぼう遊学館に係る指定管理者を次のとおり指定する。

１ 指定管理者となる団体 海津市海津町高須５１５番地
海津市

２ 指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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議第１５３号 当せん金付証票の発売について
[担当課：財政課]

令和８年度に発売する当せん金付証票の発売総額を１９０億円以内とす
る。

議第１５４号 公立大学法人岐阜県立看護大学定款の変更について
[担当課：医療福祉連携推進課]

法人設立時に県から承継した土地の一部を不要財産として納付すること
に伴い、所要の規定の整理を行う。

議第１５５号 公立大学法人岐阜県立看護大学が行う出資等に係る不要財産の
納付の認可について

[担当課：医療福祉連携推進課]

公立大学法人岐阜県立看護大学が行う出資等に係る不要財産の県への納
付について、次のとおり認可する。

１ 種 類 土地

２ 所 在 地 羽島市江吉良町字神宮３０４７番５

３ 地 目 堤

４ 地 積 ４，６２０平方メートル

５ 帳 簿 価 額 ７４，０２８，０００円
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議第１５６号 副知事の選任同意について
[担当課：人事課]

新任 足立 葉子 選任後の任期は、R8.1.1～R11.12.31の４年間
あ だ ち よ う こ

（略歴等）

本 籍 岐阜県
現 住 所 岐阜県羽島郡笠松町長池５２８番地
生年月日 昭和４０年６月１３日（６０才）
現在の職 岐阜県西濃県事務所長兼地域危機管理監
職 歴 昭和６３年 ４月 岐阜県技術吏員 揖斐農業改良普及所

平成 ４年 ４月 伊奈波農業改良普及所
平成 ６年１０月 伊奈波農業改良普及センター
平成 ７年 ４月 農政部園芸特産課
平成 ８年 ４月 農政部園芸特産課主任技師
平成１０年 ４月 土木部公園緑地課主任技師（財団法人花の都

ぎふ花と緑の推進センター派遣 岐阜市駐
在）

平成１１年 ４月 基盤整備部公園緑地課主任技師（財団法人花
の都ぎふ花と緑の推進センター派遣 岐阜市
駐在）

平成１４年 ４月 農林商工部園芸特産振興室技術主査
平成１５年 ４月 農林商工部農林水産政策室技術主査
平成１６年 ４月 農林商工部水田営農振興室技術主査
平成１７年１０月 農政部農業技術課技術主査
平成１９年 ４月 農政部農業振興課技術主査
平成２１年 ４月 農政部農政課技術主査兼健康福祉部生活衛生

課技術主査
平成２２年 ４月 中濃農林事務所技術課長補佐（農務・畜産担

当）兼関保健所技術課長補佐
平成２４年 ４月 農政部農業経営課技術課長補佐兼就農支援係

長
平成２６年 ４月 農政部農業経営課担い手対策室技術課長補佐

兼就農支援係長
平成２７年 ４月 下呂農林事務所農業振興課長
平成２８年 ４月 可茂農林事務所農業振興課長
平成２９年 ４月 農政部農業経営課担い手対策室長
平成３０年 ４月 農政部農業経営課長
令和 ３年 ４月 農政部次長兼東京オリンピック・パラリン

ピック農産物販売対策総括監
令和 ４年 ４月 農政部次長
令和 ５年 ４月 農政部長
令和 ７年 ４月 西濃県事務所長兼地域危機管理監


